
第２回 瑞穂市上下水道事業審議会

令和２年９月１７日
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（１）課題・施策・目標について

２



３

基本方針 基本目標 課 題 実施施策 目標値 目標指標

【持続】
持続可能な事業
経営

１．経営基盤の
強化

３）持続可能な事
業経営
（投資の平準化と
水道施設の計画的
更新）

経営戦略の推進
・投資の平準化
・電気・機械・計
装設備の更新
・老朽管の更新

3.7億円／年 建設改良費／年

【課題】３）持続可能な事業経営

過去に整備された施設は、今後更新時期を迎えるため計画的な更新を
進めることが必要となります。

施設の更新には多額の投資が必要となる一方で、持続可能な事業経営
を行っていくためには、投資と財源のバランスが重要になります。



水道事業におけるアセットマネジメント
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・アセットマネジメント（前提）
水道ビジョンに掲げた持続可能な水道事業を実現するために、中長期的な視点に立ち水道施設

のライフサイクル全体に渡って効率的かつ効果的に管理運営する体系化された実践活動。

・検討手法
「水道事業におけるアセットマネジメント（資産管理）に関する手引き」（平成21年７月厚

生労働省公表）による検討手法の目標水準は「３C（標準型）」以上。

・検討期間
既存の施設や管路の大半が更新対象となる期間を考慮した50年間について、更新需要の見通

し、財政収支の見通しを検討。

検討手法 更新需要見通しの検討手法 財政収支見通しの検討手法

タイプ３C

構造物・設備の取得年度や管路の布設年度別
延⻑データ等を基に、法定耐⽤年数や経過年数
（供⽤年数）などを参考に、重要度に応じた更
新重要を算定する。
現地調査やヒアリング調査に基づき、補修等

による更新時期の最適化（供⽤期間の短縮又は
延⻑（延命化）を検討し、更新需要を算定する。

一定の条件下で、収益的収支、資本的収支、資金
収支等の検討が可能な場合、別途算定した更新需要
に対して簡易な財政シミュレーションを行い、資金
残高や企業債残高を把握する。
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・管種別では、塩化ビニル管（その他）の延長が、全体の約７割を占めます。

（塩化ビニル管は耐震性がなく、布設年度も古いため漏水リスクが高いと考えられます。）

・口径別では、口径100㎜以下の管路延長が全体の約８割を占めます。

管路の状況

その他（塩化ビニル管等）

100㎜

75㎜

50㎜以下
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・布設年度別で見ると、昭和５０年（1975年）頃から急速に整備が進み平成1６年度（2004年）
がピークとなっています。

・H3１年度の経年化管路（４０年経過：黄色）の延長は、26.０ｋｍ（7.95％）

（青：健全管路、黄：経年化管路（40年経過）、赤：老朽化管路

・今後全く管路更新を行わない場合、令和42年（2060年）には、全ての管路が経年化管路（４０
年経過）になります。
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管路の整備方針

・管路の更新は、既設管と同口径を基本とするが、基幹管路、幹線管路と位置付けられる

管路に関しては口径150㎜以上の耐震管による更新とし、その他の配水支管についても

耐震性に優れた管種（耐震適合管）で更新することで強靭化を進める。

7



更新基準の見直し（管路）
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更新基準の見直し（構造物及び設備）
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種類 用途 ①法定耐用年数 ②設定更新年数 ②/①

電気
受変電･配電設備

20年 30年 1.5倍直流電源設備

非常⽤電源設備

機械
ポンプ設備 15年 30年 2.0倍
滅菌設備 10年 20年 2.0倍

計装
流量計,水位計・水質計器 10年

20年
2.0倍

監視制御設備・伝送装置 10年 2.0倍
建築物 管理等,事務所等 50年 75年 1.5倍

構造物
取水設備 40年 75年 1.9倍
配水設備 60年 90年 1.5倍



法定耐用年数による更新需要の見通し
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50年間総額約299億円・年平均更新需要額約6.0億円

H30 R3 R6 R9 R12 R15 R18 R21 R24 R27 R30 R33 R36 R39 R42 R45 R48



設定耐用年数による更新需要の見通し
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50年間総額約185億円・年平均更新需要額3.7億円

H30  R3 R6 R9 R12 R15 R18 R21 R24 R27 R30 R33 R36 R39 R42 R45 R48
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50年後（2017～2067）の財政収支試算結果
試算
ケース 企業債 料金改定 繰入金等 算定結果 評価

１ なし なし なし
2044年 資金ショート
2044年 損益赤字化

×

２
新規発行
建設改良
費の50％

なし なし

2035年 損益赤字化
2067年 資金ショート
2067年 企業債残高 34.7億円、企業債
償還額が、支出の１/３以上を占めるように
なる。

△

３ なし なし
１億円/年
建設改良費の
約１/３

2044 損益赤字化
2067 資金残高 22.4億円

△

４
新規発行
建設改良
費の20％

４％改定
×４回

なし
2054年 損益赤字化
2067年 企業債残高 13.9億円
2067年 資金残高 14.2億円

〇

【持続可能な財政運営】

将来の更新需要や財源について長期的（50年間）な視点から試算したアセットマネジメントを基に、中
期的（10年間）な財政収支の見通しを試算した経営戦略に基づく持続可能な財政運営を推進するととも
に、計画の進捗管理及び定期的な見直しが重要になります。



瑞穂市水道事業経営戦略
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新水道ビジョン「安全・強靭・持続」
平成２５年 厚生労働省

「公営企業の経営に当たっての留意事
項について」平成２６年 総務省

瑞穂市第２次総合計画
平成２８年度〜令和７年度

瑞穂市水道ビジョン
平成２３年度〜令和２年度

瑞穂市水道事業経営戦略（H30.3）
平成３０年度〜令和９年度

中⻑期的な
経営の基本計画

＜計画の構成＞

１．事業概要 （１）事業の現況 （２）これまでの経営健全化の取組

２．将来の事業環境（１）給水人口の予測（２）水需要予測（３）料金収入の見通し

（４）施設の見通し（５）組織の見通し

３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）（１）投資・財政計画（収支計画）（２）策定に当たっての説明

（３）未反映の取組や今後検討予定の取組

５．経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

瑞穂市水道事業ビジョン
第７章 経営戦略
令和３年度〜令和12度
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人口・水需要の見通し

・人口は、令和12（2030）年度まで増加し、その後減少
・給水人口は、令和17（2035）年度まで増加し、その後
減少（ピーク時の差は、給水普及率の上昇分（年0.1％）を見
込んでいるため）する見通しです。

・有収水量は、令和14（2032）年度まで増加し、その後
減少
・計画期間終了年度の令和12（2030）の時点では、平成
31年度（2019）比3.3％増となる見通しです。



料金収入の見通し
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水道料金の推移と見通し

・水需要の増加に伴い、料金収入も増加する見通しです。
H22：4.33億円 → H27：4.51億円 → H31：4.80億円 → 

R３：4.82憶円 → R7：4.90億円 → R12：4.95億円
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財政収支（収益的収入・収益的支出）の見通し

・水需要の増加に伴い、料金収入が増加し収益的収入も
増加する見通しです。
R3：5.19億円 → R7：5.31億円 → R12：5.41億円

・減価償却費の増加に伴い、収益的支出は増加する見通
しです。
R3：4.47億円 → R7：4.78億円 → R12：5.26億円

収益的収入の見通し 収益的支出の見通し
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財政収支（資本的収入・資本的支出）の見通し

・加入金、他会計からの繰入金、工事負担金等を対象に
直近３か年の実績平均額を定額で見込みます。

R3 ～ R12：0.77億円

・建設改良費は、3.7億円／年を見込みます。
・企業債償還金は、新発債を見込まないため、既発債の償還
のみとなり、償還額は毎年徐々に減少します。

R3：4.33億円 → R7：4.20億円 → R12：3.73億円

資本的収入の推移（見通し）資本的収入の見通し 資本的支出の見通し



18

財政収支（経常損益・資金残高）の見通し

・減価償却費の増加に伴い、経常利益は減少していく見通し
です。

R3：0.72億円 → R7：0.53億円 → R12：0.1５億円

・資本的収支の赤字額は、補填財源により賄われます。
・R12（2030）年度の資金残高は、約６億円と、H31
（2019）年度の資金残高約12億円に対し5割程度の資金残
高となる見通しです。

R3：10.3億円 → R7：7.38億円 → R12：5.84億円

経常損益の推移（見通し）経常損益の見通し 資金残高の見通し



収益的収支（維持管理）

《収益的収入》

<営業収益>
料金収入
その他

<営業外収益>
加入金
⻑期前受金戻入
その他

資本的収支（施設整備）

<営業費⽤>
職員給与費
動力費,薬品費,
修繕費,その他
<営業外費⽤>
支払利息
その他

<営業費⽤>
減価償却費
資産減耗費

経常利益

《収益的支出》 《資本的収入》
企業債
他会計出資金
他会計負担金
工事負担金
その他

<補填財源>
損益勘定留保資金
積立金
その他

留保資金

積立金

建設改良費
企業債償還金
その他

《資本的支出》

(−)

水道事業の企業会計は、水を家庭まで届けるための経費やその対価として料金収入などを対象とする「収益的収支」と将
来にわたり安定した水道水を送り続けるための投資に係る支出やその財源としての収入を対象とする「資本的収支」に分け
て構成されています。
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収入は、給水需要が増加する予測のもと料金収入が増加
していく見通しとなっています。

支出は、減価償却費の増加が主な要因となり、増加傾向
にあります。

収入の増加より支出の増加が大きいため、損益は徐々に
減少していく見通しとなっています。

【収益的収支の試算(R.3〜R.12)】
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支出は、建設改良費は3.7億円/年と見込んでいますが、
企業債の償還金が減っていく分だけ減少しています。

赤字分は、補填財源より賄われますが、10年後でも現状
の５割程度の資金残高は確保される見通しです。

【資本的収支の試算(R.3〜R.12)】
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「経営戦略」は、将来にわたって安定的に事業を継続していくための中長期的な基本計画(概ね10年以上)であ
り、施設・設備投資の見通しである「投資計画」と財源の見通しである「財源計画」を均衡させた「投資・財
政計画」（収支計画）が中心となります。

投資計画
投資計画については、アセットマネジメントの検討によ

り、更新基準の見直しと平準化にとして試算した３.7億円/
年を投資額として見込んでいます。投資内容は、以下の項
目を実施するものとし、水道ビジョンの実施施策として反
映します。

• 電気･機械･計装設備等の更新

• 老朽管の更新

• 重要給水施設管路の耐震化

• 配水管拡張

財源計画
財源計画については、将来の給水需要予測をもとに給水

収益を試算するほか、その他の項目については、近年の実
績値を参考に設定しています。
本計画期間中については、現状に対して追加の財源確保(料
金改定、企業債発行等)は見込まないものとします。

• 給水需要予測に基づく給水収益

• 新規の企業債は見込まない

• 加入金、繰出金、負担金等は実績平均で見込む（他会

計負担金、工事負担金、加入金等は給水人口のピーク

まで）

【主な投資内容(10年間)】 【主な財源の見通し(10年間)】
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投 資 計 画
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計画期間（R3～R12）10年間の主な投資事業 総額37億円

① 水源地内設備更新事業（約11.7億円）
別府水源地：管理棟の補修、機械設備の更新、計装設備の更新
宮田水源地：配水池の補修、電気設備の更新、機械設備の更新、計装設備の更新
古橋水源地：機械設備の更新、計装設備の更新
馬場、本田、牛牧水源地：電気設備の更新、機械設備の更新、計装設備の更新
呂久水源地：機械設備の更新、計装設備の更新、配水池の耐震化

② 老朽管更新事業（配水管改良工事）（14.8億円）
設定耐用年数を超えた管のうち、漏水の可能性の高い塩化ビニル管や溶接継手でない鋼管等について、地

域のバランスを考えながら順次更新工事を実施

③ 重要給水施設管路耐震化事業（約5.0億円）
水源地より重要給水施設として選定した８施設までの配水管のうち、比較的新し管を除いた路線について、

耐震管への更新を実施

④ 配水管拡張事業（約5.5億円）
給水人口の増加に伴う配水管拡張工事を実施
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基本方針 基本目標 課 題 実施施策 目標値 目標指標

【持続】持続可
能な事業経営

１．経営基盤の
強化

４）有収率の向
上

漏水調査と速や
かな修繕 ８５％以上

【B112】
有収率
有収水量/給水量
×100（％）

【課題】４）有収率の向上

施設の稼働が収益につながっているかを判断する有収率について、全
国平均値、類似団平均値と比較すると本市の数値は低くいため、有収率
を向上させることが求められます。



H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31
瑞穂市 79.0 80.5 80.7 80.1 80.3 78.7 77.7 77.2 77.6 80.1
全国平均値 90.2 89.6 90.1 90.2 89.8 90.0 90.2 89.9 89.9
類似団体平均値 85.5 84.9 85.4 85.5 85.2 85.3 85.4 84.8 84.8

67.0

72.0

77.0

82.0

87.0

92.0

(％) 有収率の推移
瑞穂市

全国平均値

類似団体平均値

未発表
未発表
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有収率とは、全配水量のうち料金収入の対象となった水量の割合を指します。料金収入の対象とならない水量の中には、

メーター測定誤差、管路維持のための洗管水量、消防訓練等のように有効に使用されている水量もあれば、配水した水が量
水器までの間で漏水している無効な水量もあります。一般的には、料金収入の対象とならない水量の多くは漏水と考えられ
ますので、H31年度の瑞穂市の有収率80.1％から単純化すると20％近い水が捨てられていることになります。有収率の向
上は、それだけ配水する水量を減らすことができることから、費用削減、経営効率化につながります。

有収率の向上のために

老朽化した配水管の更新
(量水器までの給水管含)

計画的な漏水調査
と修繕の実施

・経過年数が設定した更新基準を上回る配水管については
、順次更新を進めていく必要があります。

・配水管から分岐してから量水器までの給水管で漏水して
いる場合も多いことから、配水管の更新に際しては、給
水管についても量水器手前まで併せて更新していく必要
があります。

・配水管、給水管は延長が膨大であり、老朽管の更新には多
大な時間を要します。このため、計画的な漏水調査を行い、
漏水が発見された場所については、速やかに修繕や更新を行
うことが大切です。

・漏水調査に関しては、これまでの調査結果を分析し、疑わ
しいと思われる要因（布設年度や地区等）を考察し、効率的
な調査を行い、有収率の向上に努めます。
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基本方針 基本目標 課 題 実施施策 目標値 目標指標

【強靭】
災害に強い水道
の構築

１．水道施設の
耐震化

９）配水池の耐
震化
1０）管路の耐
震化

呂久配水池の耐
震化
重要給水施設管
路の耐震化

100％

89.3

配水池の耐震化
率
重要給水施設管
路の耐震化率

【課題】1０）管路の耐震化

「水道施設の耐震化の計画的実施について」厚生労働省（平成20年４月健水発第040800号）
において、既存の水道施設の耐震化に関し、「災害時に重要な拠点となる病院、診療所、介護や援
助が必要な災害時要援護者の避難拠点など、人命の安全確保を図るために給水優先度が高いものと
して地域防災計画等へ位置付けられている施設へ給水する管路においては、優先的に耐震化を進め
る。」とされており、新水道ビジョン（平成25年3月）においては、重要給水施設配水管路の耐震
化を優先して推進することが掲げられました。当市においては、平成29年度に策定した経営戦略
において、重要給水施設までの配水管の耐震化を投資事業に加え、平成30年度から設定した市内
９施設と水源地間を結ぶ管路について耐震化事業を進めている。老朽管の耐震化に対し、重要給水
施設までの管路の耐震化が優先的とされたことにより、老朽管更新の進捗鈍化が見込まれます。
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重要給水施設管路の耐震化

28

【事業概要】

災害時の避難施設に指定されている施設のうち、配水区域内のバランスを考慮して、８施設を重要給水施設と
して設定し、優先的に連絡管の耐震化を進めます。

重要給水施設管路耐震化事業（H30＝37.1％、H31＝42.6％）

耐震化施設 水源地 概算延⻑
（ｍ）

済延⻑
（H31末）
（ｍ）

残延⻑
（ｍ） 施工予定 R12

目標
耐震化率
（％）

市役所（巣南庁舎） 宮田 718 287 431 R６〜 431 100.0
巣南中学校 宮田 907 136 771 H31〜 771 100.0
南小学校 古橋 1,041 0 1,041 R６〜 441 42.4
牛牧北部コミセン 別府 2,901 1,817 1,084 R３〜 708 87.0
本田小学校 本田 2,066 1,281 785 R２〜 785 100.0
穂積中学校 別府 173 0 173 R５〜 173 100.0
市役所（穂積庁舎） 別府 610 0 610 R５〜 610 100.0
穂積小学校 別府 463 113 350 R２〜 350 100.0
牛牧小学校 牛牧 258 258 0 H30〜H31施工済 ― 100.0

合 計 9,137 3,892 5,245 4,269 89.3



（２）水道料金について
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瑞穂市の水道料金

基本料金（税込）
（１か月につき） 超過料金（１月の基本水量を超えた１立方メートル以下）（税込）

基本水量
１０立方メートル以
下

２０立方メートル以
下

２０立方メートルを
超え５０立方メート
ル以下

５０立方メートルを
超えるもの

８８０円 ９９円 １１０円 １２１円

メーター使用料
１か月（税込）

１３㎜ ５５円 ４０㎜ ２７５円

２０㎜・２５㎜ １３２円 ５０㎜ ５５０円
３０㎜ ２２０円 ６５㎜〜１００㎜ １,４３０円

家庭用１か月20㎥当たりの水道料金（口径13㎜）

基本料金 超過料金 メーター使用料 料 金

８８０円 ＋ ９９０円 ＋ ５５円 ＝ １,９２５円



瑞穂市の水道料金の現状
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（平成３０年度）

●家庭用20㎥当たりの水道料金

瑞穂市 １,８９０円（32/38）

全国平均 ３,２１４円

全国最高 ６,１８４円（夕張市：北海道）

全国最低 ８５３円（赤穂市：兵庫県）

岐阜県平均 ２,７３９円

県最高 ４,３８４円（八百津町）（1/38）

21市最高 ３,８３４円（土岐市）（5/38）

県最低 １,５４４円（北方町）（38/38）

21市最低 １,６８０円（関市）（33/38）

（平成３０年度）

１㎥当たりの給水原価 88.19円（32/38）

料金回収率（供給単価／給水原価）

給水に係る費用が、どの程度給水収益で賄えているかを
表す指標

瑞穂市 １１１.1８％（14/38）

類似団体平均 １００.４２％

全国平均 １０３.９１%

県最高・21市最高 １３６.６５％（羽島市）（１/38）

21市最低 ５４.０５%（本巣市）（37/38）

県最低 ４６.７７%（揖斐川町）（38/38）

・瑞穂市の水道料金は、1,890円（Ｈ30）と安価。（県平均 2,739円、全国平均 3.214円）

・給水原価（有収水量１㎥当たりの費用）は、88.19円と低く抑えられています。（県平均 139.9円）

・料金回収率は111.18％と100％を超えており、類似団体平均100.42％、全国平均の103.91％を超えています。



水道料金に関する審議（H25答申）
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平成24・25年度上下水道事業審議会

＜諮問事項＞水道料金のあり方について（H24.11）

＜諮問趣旨＞現行の料金体系を維持することの是非について

＜答申＞水道料金は、当面据え置きが可能であると判断する（H25.6）。

◇ 附帯事項

（１）基幹・幹線管路網の更新（耐震化）事業を着実に推進すること。
（２）経営実態を定期的に点検し、健全な経営状態の維持に努めるとともに、社会経済状況の急激な変化や、事業実

施に伴う財政計画の変更が必要になった場合などには、経営状況の具体的な実態などを示し、料金についての審
議会を速やかに行うこと。

＜答申：審議結果の概要＞

・事業計画及び財政計画を前提として検証した結果、収益的収支において一定の内部留保資金が確保でき、資本的収支
における補填財源も不足を生じない見通しであると判断できた。

・適時適切な建設改良事業の実施については、事業期間が長期に及ぶものの、計画的に実施することが条件付きながら
可能であると判断するに至った。

・これらの事業を総合的な勘案した結果、当面、現行の料金体系を継続することが可能であると判断するに至ったもの
である。
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（３）SDGsについて
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④持続可能で強靭な国土と質の高いインフラの整備
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・持続可能で強靭なまちづくり（「コンパクト＋ネットワーク」推進）

・戦略的な社会資本の整備

・文化資源の保護・活用と国際協力

・レジリエント防災・減災の構築、災害リスクガバナンスの強化、エネルギーインフラの強靭化、食料提
供の安定化

・質の高いインフラの推進

・環境インフラの国際展開 等

２ 飢餓をゼロに ６ 安全な水とトイレ
を世界中に

９ 産業と技術革新の
基盤をつくろう

11 住み続けられるま
ちづくりを



38

水道事業ビジョンにおけるＳＤＧｓ

基本方針 基本目標 ＳＤＧｓ目標
【安全】
安全で安心な水の供給

１ 水質の適正管理

２ 水源の適正化

６ 安全な水とトイレを世界中に
すべての人に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理
を確保する（安全な飲料水）

【持続】
持続可能な事業経営

１ 経営基盤の強化 ９ 産業と技術革新の基盤をつくろう
強靭なインフラを整備し、包括的で持続可能な産業化
を推進するとともに、技術革新の拡大を図る
（包括的かつ持続可能な産業化）

11 住み続けられるまちづくりを
都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可
能にする
（災害被害、災害による経済損失、インフラ被害、防
災、レジリエンス）

13 気候変動に具体的な対策を
気候変動とその影響に立ち向かうための、緊急対策を
取る（災害被害、気候変動対策）

【強靭】
災害に強い水道の構築

１ 水道施設の耐震化

２ 危機管理体制の整備


